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（１）計画書〔全文〕
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③サークル活動等での利用状況③サークル活動等での利用状況

○「学校施設開放事業」により、地域等が利⽤

事業概要：学校施設を学校教育に⽀障のない範囲で地域住⺠のスポーツ活動
や社会教育の場として利⽤する事業

開放施設：校庭，講堂兼体育館
使⽤の優先順位：①学校活動，②地域活動，③その他
使⽤料：地域等が使⽤する場合は減免（※夜間照明料は必要）

○運動場や体育館の利⽤

夏祭り（８⽉）
敬⽼会（９⽉）
運動会（10⽉）
公⺠館まつり（11⽉）
もちつき⼤会（12⽉） など

夏祭り

運動会

①学校施設の利用のルール①学校施設の利用のルール ②地域行事等での主な利用状況（平成29年度）②地域行事等での主な利用状況（平成29年度）

学校施設開放事業の手引き平成28年4月～【抜粋】

出典：簀子自治連ＦＢ

出典：簀子自治連ＦＢ

※福岡市⽴学校校舎校庭使⽤許可実施要綱に基づき使⽤許可

（２）地域の利用状況
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（３）地域における跡地活用検討に関する意見
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要望項⽬ 課題認識 跡地に望むこと 意⾒交換会で出された意⾒
（跡地でやりたいこと・跡地にできたらいいもの）

活気ある
コミュニ
ティ活動

▼⻑年，学校を中⼼として
様々な地域活動を⾏って
きており，学校施設が
担っていた役割の継続的
確保への不安

○地域⾏事等の場
☆夏祭りや運動会，
サークル活動の場

【跡地活⽤の検討条件（計画書の趣旨）】
・地域⾏事等の場としての広場，体育館機能

▼気軽にコミュニケー
ションが図れる場の不⾜

▼新たな地域活動ができ
る場の不⾜

○地域住⺠の交流・憩い，
様々な地域活動の場
☆営業⾏為など学校施
設ではできなかった
こと

・地域が利⽤できる場所（営業⾏為など学校施設で
はできなかったこと，様々な交流の場，⾃治連活動
の場等）●●●●●●●

・公⺠館●●
・地域菜園●●

安全安⼼な
まちづくり

▼近年，⾃然災害が頻発
しており，学校施設が
担っていた役割の継続
的確保への不安

○災害時の⾝近な避難場
所
☆⾼齢者や⼦ども達が
安全に避難できる場

【跡地活⽤の検討条件（計画書の趣旨）】
・災害時の避難場所，避難所としての広場，体育館
機能

▼近年頻発する⾃然災害
への備えの不安 ○防災機能の強化 ・災害備蓄倉庫●

▼防犯上の不安 ○防犯機能の強化 ・交番●●●●●

地域の
魅⼒向上

▼⽣活を豊かにする福祉
施設，健康づくりの場，
利便施設等の不⾜

○地域や市⺠が利⽤でき
て，⽣活が豊かになる
施設

・⼦育て施設（保育所〔多様な保育〕，託児所，
幼稚園）●●●●●

・⾼齢者施設（特養等）●●●●
・駐⾞場●●●●，コンビニ●●
・防⾳ルーム●●●
・図書館●●，ブックカフェ●
・総合スポーツ施設●，トレーニングジム●，
健康遊具●

▼緑や潤い空間の不⾜ ○緑や潤いのある空間
○良好な⽣活環境

・通り抜け通路・公園と⼀体のオープンスペース●●
・緑のある空間●
・住宅地としてのブランド⼒●

▼昔に⽐べて地域の活気
がなくなってきている

○地域活性化
○賑わいに繋がる施設

・多⽬的ホール●●●●●●，総合施設●，
⽂化施設●

・教育関係施設●●，学校●，児童館・学習室●
・ファミリー向けマンション●●
・城下町としての簀⼦ブランド・⼈を呼べるもの●
・資料館（簀⼦歴史等）●，商店街活性化●
・インバウンド・宿泊施設●
・温泉●

平成29年
1⽉25⽇

第１回簀⼦⼩学校跡地活⽤推進委員会
・委員会の設置等

２⽉28⽇ 第１回意⾒交換会(ワークショップ)
３⽉9⽇ 第２回意⾒交換会(ワークショップ)
３⽉23⽇ 第３回意⾒交換会(ワークショップ)
４⽉19⽇ 第２回簀⼦⼩学校跡地活⽤推進委員会

・跡地活⽤検討に関する地域意⾒

構
成

簀⼦⾃治連合会役員，各町内会会⻑，各商店街の代表，
各種団体の代表等

⽬
的

地域や福岡市にとって魅⼒ある跡地活⽤となるよう，地域意⾒
のとりまとめや，市等の関係機関との意⾒交換を⾏う など

簀⼦⼩学校跡地の活⽤検討に向け，地域において「簀⼦⼩学校
跡地活⽤推進委員会」が設置され，跡地活⽤検討に関する地域意
⾒のとりまとめが平成29年１⽉〜４⽉にかけて⾏われました。

①簀子小学校跡地活用推進委員会について①簀子小学校跡地活用推進委員会について

②取組みの概要②取組みの概要

③跡地活用検討に関する地域意見③跡地活用検討に関する地域意見 ●：第1希望 ●：第2希望

意⾒交換会の様⼦



参考資料

（４）民間アイデア募集の提案概要について（平成３０年８月時点）

事業化の範囲・
跡地活⽤のイメージ等 跡地活⽤の概要

Ａ

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・体育館機能が継続的に確保されるよう，体育館
施設へのアプローチの確保とバリアフリー化な
ど外部空間の再整備について，可能な限り協力

・「学校施設開放事業」を基本に地域が利用され
る事を支援

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：民間が再整備し，市等が管理運営
体育館機能：民間が既存施設を改修し，市等が

管理運営

主な導入機能 住宅（分譲）

事業化の範囲
一部

約3,500㎡
土地権利

の設定方法
購入

B

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・体育館の屋上部分も公園として利用できるよう
にする

・敷地西側の大手門商店街との回遊性を意識し
た街づくりを行う

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：市による整備，管理運営
体育館機能：市による整備，管理運営

主な導入機能
住宅（分譲），複合施設（商業・サービス施設，住
宅（賃貸））

事業化の範囲
一部

約5,000㎡
土地権利

の設定方法
購入

C

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・教育施設等として整備する広場と体育館を地域
開放し，地域行事・サークル活動の場や災害時
の避難場所としても利用

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：民間が新たに整備，管理運営
体育館機能：民間が新たに整備，管理運営

主な導入機能 教育施設等

事業化の範囲
全体

約8,500㎡
土地権利

の設定方法
購入

もしくは借地

D

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・既存の地域利用を継続するためのグラウンド規
模を確保し，かつ，体育館を健康増進施設とし
て再整備することで，利用者の拡大を図り，そ
れらを実現

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：民間が新たに整備，管理運営
体育館機能：民間が健康増進施設として新たに

整備，管理運営

主な導入機能
住宅（分譲），商業施設やクリニックモール等の生
活利便施設

事業化の範囲
全体

約8,500㎡
土地権利

の設定方法
購入

もしくは借地
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事業化の範囲・
跡地活⽤のイメージ等 跡地活⽤の概要

Ｅ

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・体育館は新設し，「多世代・地域交流」 「スポー
ツ」を軸とした拠点として整備

・広場，体育館は現状の機能を維持し，学校活動，
地域活動での利用を前提として整備

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：民間が新たに整備，管理運営
体育館機能：民間が新たに整備，管理運営

主な導入機能
住宅（賃貸，サービス付高齢者向け住宅），介護
施設，子育て支援施設，教育施設，各種テナント，
地域交流スペース

事業化の範囲
全体

約8,500㎡
土地権利
の設定方法

借地

Ｆ

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・体育館を整備するとともに，災害時の収容避難
所としても利用

・広場を災害時の避難場所として整備するととも
に，地域行事やサークル活動の場としても利用

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：民間が新たに整備，管理運営
体育館機能：民間が新たに整備，管理運営

主な導入機能
デイケアや老人ホームなどの福祉介護施設
ホテルやアパートメントホテルなどの複合施設

事業化の範囲
全体

約8,500㎡
土地権利
の設定方法

借地

Ｇ

課題解決に
向けた基本的な

考え方

・市による多様なサービスを提供する多目的施設
と環境整備で，地域に必要な機能を提供

広場・体育館
整備の概要

広場機能 ：市による整備，管理運営
体育館機能：市による整備，管理運営

主な導入機能 住宅（分譲，高齢者向け）

事業化の範囲
一部

約3,050㎡
土地権利
の設定方法

購入

課題解決に向けた提案の範囲 自ら実施の意思がある事業化の範囲
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平成29年9月時点からの変更箇所

-4-

簀子公園

体
育
館

ホ
テ
ル
・

テ
ナ
ン
ト
等

至天神那の津通り

大
手
門
商
店
街

※地下駐車場

広場
駐
車
場

福
祉
・
介
護



参考資料

中⼼市街地
概ね都市基盤が整備されている中⼼市街地は，都⼼部や広域拠点を補完
する商業・業務などの機能を担いつつ，職住近接を基本とした良好な居
住環境の実現を図ります。

中・⾼密度
住宅地

中⼼市街地に近接する利便性を⽣かしつつ，良好な住環境を備えた，
中・⾼密度住宅地づくりに努めます。

森の緑地環・
緑の腕

森の緑地環は，市街地と博多湾を環状に囲む森林の緑で，快適な都市環
境や⽣態系を維持し，やすらぎをもたらすふるさとの景観の基盤となる
緑としての保全を図ります。
緑の腕は，「森の緑地環」から市街地へ伸びる緑地の帯で，市街地の⽣
活環境や⽣物の⽣息・⽣育環境，美しい都市の景観形成の軸となる緑の
保全・創出を図ります。

都市の緑
活⽤空間

⻄公園，舞鶴公園，⼤濠公園などで，都市の中の貴重な緑を活⽤し，ス
ポーツやレクリエーションなどを通じて市⺠や来街者が集い，憩える空
間づくりを進めます。

【都市像】
住みたい，⾏きたい，働きたい，アジアの交流拠点都市・福岡
１ ⾃律した市⺠が⽀え合い⼼豊かに⽣きる都市
２ ⾃然と共⽣する持続可能で⽣活の質の⾼い都市
３ 海に育まれた歴史と⽂化の魅⼒が⼈をひきつける都市
４ 活⼒と存在感に満ちたアジアの拠点都市

【都市経営の基本戦略】
（１）⽣活の質の向上と都市の成⻑の好循環を創り出す
（２）福岡都市圏全体として発展し、広域的な役割を担う
【分野別⽬標】
⽬標１：⼀⼈ひとりが⼼豊かに暮らし、元気に輝いている
⽬標２：さまざまな⽀え合いとつながりができている
⽬標３：安全・安⼼で良好な⽣活環境が確保されている
⽬標４：⼈と地球にやさしい、持続可能な都市が構築されている
⽬標５：磨かれた魅⼒に、さまざまな⼈がひきつけられている
⽬標６：経済活動が活発で、たくさんの働く場が⽣まれている
⽬標７：創造的活動が活発で、多様な⼈材が新しい価値を⽣み出している
⽬標８：国際競争⼒を有し、アジアのモデル都市となっている跡地周辺地域の位置づけ 中⼼市街地

簀⼦⼩学校跡地の位置づけ 複合市街地ゾーン

土地利用の区分

（７）都市計画マスタープラン（平成２６年５月改定）

（６）第９次福岡市基本計画（平成２４年１２月改定）

簀⼦⼩跡地

簀⼦⼩跡地

拠点・ゾーン・軸 まちの将来像 まちづくりの視点

機能を充実・転換
する地区 緑と歴史･⽂化が調和した魅

⼒ある空間づくりを⾏い、集
客･交流の拠点となるまち

○ 福岡市のシンボルとなる拠点づくり
○ 福岡城跡や鴻臚館跡の活⽤など歴史･
集客機能の強化

○ 観光バス乗降場の確保
○ 舞鶴公園と⼤濠公園の歩⾏者ネット
ワークの強化

都市の緑活⽤空間 都⼼に近い貴重なオープンス
ペースで，市⺠や来街者が⾃
然とふれあえるレクリエー
ションと憩いの場

○ 都⼼に近い憩い空間の充実
○ 憩い空間にふさわしい周辺⼟地利⽤
の誘導

都市軸 福岡市の⾻格となる重要な交
通ネットワークを受け持つ道
路の沿道に，商業･業務･サー
ビス施設や中⾼層住宅などが
連続した沿道の市街地

○ 都市計画道路などの整備状況
○ 沿道の有効利⽤
○ 連続性のある良好な街並みの形成
○ 後背地などの周辺環境への配慮
○ 交通ネットワークの形成沿道軸 幹線道路沿道に商業･業務･

サービス施設や中⾼層住宅な
どが連続した沿道の市街地

複合市街地ゾーン 住宅を中⼼に都⼼機能を⽀援
する業務機能･商業施設が共
存する複合市街地

○ 歩⾏空間の確保
○ 狭あい道路の改善
○ ⽼朽⽊造集中地区での延焼防⽌
○ 低層住宅地の環境保全
○ 職住が調和した複合市街地づくりと
良好な街並みの形成

緑地・丘陵地 ⻄公園から油⼭まで繋がる豊
かな緑

○ 緑地の保全･育成
○ 無秩序な開発の抑制

将来の都市構造図 簀子小学校跡地の位置付け（中央区の将来像図）

都市経営の基本戦略

中⼼市街地
中・⾼密度住宅地

森の緑地環・緑の腕
都市の緑活⽤空間

（５）福岡市基本構想（平成２４年１２月改定）
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（９）福岡市津波ハザードマップ（平成２９年１１月改定）（８）福岡市浸水ハザードマップ（平成２７年６月改定）
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簀⼦⼩跡地

簀⼦地区

舞鶴⼩中校区

簀⼦地区

舞鶴⼩中校区
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施設名 エリア 曜⽇

⽉

⽕

⽔

⽊

⾦

⼟

⽇

凡例 公⺠館サークル（ 簀⼦ 舞鶴 ⼤名 ⼀般利⽤ H30.6⽉利⽤状況

20 21

①
⼩
学
校
体
育
館

①
-
１

新体操

バレー

バトン バレー

バレー バレー

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

空⼿

①
-
２

器械体操 バレー

新体操

空⼿

舞踊

居合道

バレー バレー

ソフトバレー バレー ハンド

8 9 10 11 12 13 14

②
-
２

バドミントン

バレー

バスケット

バスケット

バスケット

2115 16 17 18 19 20

②
中
学
校
体
育
館

②
-
１

バトン

バスケット

バドミントン

新体操

バスケット

バスケット

バスケット

20 21

④
柔
剣
道
場

共
⽤

居合道

居合道

合氣道

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

ソフト

20 21

③
校
庭

共
⽤

ソフト

サッカー

サッカー

サッカー

サッカー

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
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（１０）舞鶴小中学校の利用調整について （１１）舞鶴小中学校の利用状況について（平成３０年６月時点）

①-2

⼩学校ステージ
共⽤

中学校ステージ
共⽤

①-1

②-2

②-1

①⼩学校体育館 1,100
㎡

②中学校体育館 1,100
㎡

≪開放時間（平成30年度）≫
・平⽇ 17：00〜22：00
・⼟⽇祝⽇ 8：00〜22：00

≪開放時間（平成30年度） ≫
・全⽇ 19：00〜22：00

学校

公⺠館 ⾃治協議会
⾃治連合会

任意の委員

昼間校庭開放指導員
スポーツ推進委員

etc…

学校施設開放連絡会

連絡会委員

登録団体

利⽤調整会議

※原則毎⽉開催

＜利⽤調整⽅法のイメージ＞

• 舞鶴⼩中学校の施設を簀⼦，⼤名，舞鶴の３地区が円滑に利⽤できるよう，平成29年に
市と３地区の協議の場を設置し，利⽤調整のルールを定めました。

• 利⽤調整ルールの協議
• 学校⾏事や⾃治協議会・連合会事業，
公⺠館事業などの⽇程調整

 利⽤調整会議

• 連絡会で決定した⼀般開放⽇を
⼀般登録団体へ開⽰

• 各登録団体は話し合い等で
スケジュールを調整

• スケジュール調整後，学校施設
使⽤許可申請書を市へ提出

 学校施設開放連絡会

＜体育館利⽤のイメージ＞

※エリア分割が困難であるため，原則，
全⾯利⽤

※検察庁跡地に第２運動場を整備した
後は，現校庭と第２運動場を３地区が
共⽤で利⽤できるよう調整予定

＜校庭利⽤のイメージ＞

≪開放時間（平成30年度） ≫
・⽉曜⽇ 17：00〜21：00
・⽕〜⽇曜⽇19：00〜21：00

③校庭 8,000㎡

 体育館でのサークル活動等については，公式戦など跡地に確保する体育館規模を超える活動や，
跡地活⽤に向けた⺠間施設の建設⼯事期間中は，舞鶴⼩中学校において対応ができるようにし
ています

 広場でのサークル活動等についても，検察庁跡地に第２運動場を整備した後は，体育館と同様
に舞鶴⼩中学校において対応ができるようにしています -7-

※原則，武道以外の活動は不可
※エリア分割が困難であるため，原則，
全⾯利⽤

＜柔剣道場利⽤のイメージ＞

≪開放時間（平成30年度） ≫
・全⽇ 19：00〜22：00

④柔剣道場 410㎡

授業・部活時間帯

授業・部活時間帯

授業・部活時間帯

授業・部活時間帯

授業時間帯

授業時間帯

※①-1簀⼦，①-2舞鶴，②-1供⽤，②-2⼤名を基本として利⽤
※①，②の⼤コートも利⽤可能
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• 跡地周辺は，主に住宅（共同住宅，併⽤住宅含む）が⽴地している。
• 幹線道路沿いには，業務施設が多くみられ，都⼼部へ向かうほど多くなっている。

建物用途現況図（平成24年）/福岡市

簀⼦⼩跡地

（１１）建物用途

200m 1,000m500m100m0
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• 跡地周辺は，中⾼層の建物が多く，跡地⻄側には低層の建物が集積している。
• 幹線道路沿いに，⾼層の建物が多く⽴地しており，都⼼部へ向かうほど建物規模が⼤きくなっている。

建物階数現況図（平成24年）/福岡市

（１２）建物階数

簀⼦⼩跡地

200m 1,000m500m100m0
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簀子小跡地

（１３）福岡市内の主要プロジェクト

-10-

福岡空港国内線ターミナルへのアクセス強化等を図る⾃動⾞専⽤道路
の早期実現に取組む。



舞鶴小中学校

大名小学校跡地

競艇場

鮮魚市場

博多漁港
かもめ広場

舞鶴中学校跡地

福岡市市民福祉プラザ
（ふくふくプラザ）

健康づくりサポートセンター
（あいれふ）

中央市民
プール

心身障がい福祉センター

消防局

ひとり親家庭
支援センター

簀子
公民館

500m

1km

1.5km

屋台

大手門
商店街

みなと銀座
商店街

簀⼦公園

福岡大学付属若葉高校

福岡大学付属
福岡小学校

福岡大学付属
福岡中学校

当仁小学校

南当仁小学校

警固中学校

警固小学校

福浜小学校

赤坂小学校

⼤ 濠 公 園・舞 鶴 公 園

天神北

空港線
⼤濠公園駅

空港線
天神駅

空港線
唐⼈町駅

空港線
⾚坂駅

警固公園

須崎公園

浜の町公園

長浜公園

⻄鉄福岡
（天神）駅

簀子小学校跡地

⻄ 公 園

中央市民センター・体育館
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（１４）跡地周辺地図


